
令和４年４月２１日 

生 活 文 化 政 策 部 

文 化 ・ 国 際 課 

 

ウクライナ避難民支援に関する取組み状況について 

 

１ 主旨 

  ロシア連邦によるウクライナへの軍事侵攻に伴い、日本に避難する避難民の世田谷区で

の受入れに向け、避難民のニーズに対応した多面的な支援を切れ目なく行えるよう、庁

内プロジェクトチームを設置して具体的な支援策を検討している。 

  このたび、現時点での避難民支援に関する取組み状況について報告する。 

 

２ 対応経過 

  令和４年２月24日 ロシア連邦がウクライナへの軍事侵攻を開始 

      ３月10日 世田谷区長名にて「ロシア連邦によるウクライナ侵攻に対する声明」 

           を発表 

      ３月23日 ウクライナ避難民受入れ及び支援に関するプロジェクトチーム発足 

      ４月上旬 出入国在留管理庁に世田谷区としての支援を申し出 

 

３ 避難民の状況及び世田谷区在住ウクライナ国籍者の状況 

 （１）国内への避難者数  約６５０人（令和４年４月１６日時点） 

 （２）世田谷区在住ウクライナ国籍者数 ４６人（令和４年４月１日時点） 

 

４ 国及び東京都の対応状況 

（１）国の対応状況  別紙１ 

 （２）東京都の対応状況  別紙２ 

 

５ 避難民受入れの流れと庁内連携体制 別紙３ 

 

６ 現時点での世田谷区としての取組み内容（予定） 

 （１）受入れ初期段階での支援 

①区営住宅の提供 

    ５月中旬に８戸、以降６月上旬までに合計１３戸（世帯用）を確保可能。 

   ②相談、手続における多言語対応 

    庁内に配備しているタブレットによるテレビ通訳システム等も活用しながら対応

する。 

    また、相談やニーズ聞き取りに当たり、外国人支援に取り組むＮＰＯ等からの相談

員派遣も検討する。 

 （２）中長期滞在者への支援 

    保健・医療・福祉、日本語教育、就労、就学など、避難民のニーズを丁寧に伺いな

がら生活支援に取り組む。 

 （３）その他 

平和に向けた啓発、ウクライナ情勢に起因する不当な差別や偏見の解消に取り組ん

でいく。 
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国の対応状況（令和４年４月１９日時点） 

１．直近の避難民の状況 

（１）３月２日～４月１６日までで入国した避難民は約６５０人。 

（２）経過 

令和４年４月 ５日     政府専用機で２０名の避難民が到着。うち、４名が身寄りのない方。 

９～１６日  政府がポーランド→日本への直行便の座席を借上げ。合計２０名の避難民が到着。 

 

 

２．避難民への主な支援 

 ・出入国在留管理庁、日本に身寄りがない方を対象に生活費（１日最大２，４００円）を支給する。支給期間は当面６か月を想定。 

      滞在先 

支援内容 

 国手配  

一時滞在施設（ホテル等） 
 

 自治体・企業手配  

公営住宅・寮など 

生活費（日額） 

１２歳以上 １，０００円 
 ２，４００円 

（２人目の家族から１，６００円） 

１１歳以下 ５００円 １，２００円 

医療、日本語教育、

就労支援 
国が実費負担  必要に応じて国が実費負担 

その他 食事は別途、国が負担  
一時金支給 

（備品代等） 

１６歳以上 １６万円  

１５歳以下 ８万円  

 

 

別紙１ 
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東京都の対応状況（令和４年４月１９日時点） 

 
【備考】（４月１３日時点） 

・都営住宅に８組１７人が入居済、一時滞在用のホテルに９組１４人を受入済。 

 ４月１３日までにウクライナ避難民ワンストップ相談窓口（３月１１日開設）へ５４３件の問い合わせ。 

別紙２ 
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ウクライナ避難民支援ＰＴ
（事務局：生活文化政策部文化・国際課）

文化・国際課
世田谷総合支所
外国人相談

政策経営部
世田谷
保健所

子ども・若者部

教育委員会地域行政部
保健福祉
政策部

経済産業部
生活文化
政策部

都市整備
政策部

・財源問題
・規制緩和

・在留資格
手続支援

・住民登録
・届出・証明

・生活困窮支援
・医療支援
・健康保険

・感染対策支援
・コロナワクチン
・予防接種
・健康診査
・こころの健康

・区立学校編入
・通学・在学
サポート

・子どもの居場所

・就労支援 ・生活情報発信
・多言語対応
・日本語教育
・ホームステイ
・区民交流
・人権啓発

・区営住宅調整
・民間賃貸住宅
入居支援

平和資料館

サービス公社 文化財団
せたがや国際交流センター

社会福祉協議会

世田谷区庁内連携体制

相談窓口
両副区長

避難民家族 空

港

検
疫
施
設

一時滞在施設
（都手配ホテル）

都営住宅

区営住宅

避難民の動きと連携体制（想定）

一時滞在施設
（国手配ホテル）

入国日 ３日日 概ね２週間（目安） 約１か月 ９０日目（在留資格「特定活動」）

国

都

区

入国手続

※国内に身元引受人なし

都営住宅入居
希望者の相談

受入準備

ＰＣＲ検査
部屋・食事提供

部屋・食事提供
避難民のニーズ聞き取り

受入自治体等とのマッチング

部屋・食事提供
避難民のニーズ聞き取り

都営住宅入居調整

国から避難民情報引継ぎ
区営住宅入居調整

生活費・
医療費支援

都営住宅入居
生活物資支援

区営住宅等入居
生活基盤の支援
各種相談

生活支援、各種相談
健康観察、日本語教育 等

就労支援
健康保険加入 等

各
機
関
の
支
援

令和4年4月21日時点 別紙３

トラストまちづくり
保健センター
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